
ふくいの木販売力強化・販路拡大支援事業

補助金の目的

販売力強化支援 生産力強化支援

対象となる事業内容

県産材製品の生産強化を目的とした事業

補助対象経費

備品購入費、機械器具費等
報償費、役務費、賃借料、旅費、委託費、

原材料費 ほか

補助金額

事業主体が負担する経費の2分の1以内

補助上限・・・1事業主体あたり200万円

既に保有している設備の更新は補助対象とならない
ただし、設備を導入することで既に保有している設備の
規模または能力が増大することがカタログ等の比較により
証明できる場合は中古製材機等も補助対象とする

新たな需要創出を目的とする事業

① 品質向上に向けた試作品製作、試験研究
② JAS取得に係る経費
③ 新たな県産材製品の販売にかかる普及支援

事業主体が負担する経費の2分の1以内

補助上限・・・1事業主体あたり150万円

申込期間

問い合わせ／申し込み

令和8年4月1日（水）から令和8年4月30日（木）まで

福井県内事業者による県産材製品※の新たな販路拡大および新たな需要創出、生産力強

化に資する事業の経費の一部を助成することにより、県産材の販売力強化および販路拡大

を図る。

修理等のメンテナンスを行うことにより新品と同程度の
耐用年数を確保できる見込みである場合は補助対象とする
汎用性の高い機械を購入する場合は、条件を付すことが
ある

農林水産部 県産材活用課 ふくいの木利用室 0776-20-0449

福井農林総合事務所 林業部 林業・木材活用課 0776-21-8213

坂井農林総合事務所 林業部 林業・木材活用課 0776-81-3223

奥越農林総合事務所 林業部 林業・木材活用課 0779-65-1492

丹南農林総合事務所 林業部 林業・木材活用課 0778-23-4961

嶺南振興局 林業水産部 林業・木材活用課 0770-56-2218

嶺南振興局 二州農林部 林業水産課 0770-22-0291

事業の詳しい内容や事業計画書の様式については、

ふくいの木販売力強化・販路拡大支援事補助金交付要領を必ずご確認ください。

※「販売力強化支援」は、県産材活用課ふくいの木利用室が窓口になります

注

※ … A材（主に直材）やB材（曲がり材）の原木を材料とする商品

注

注



事業の目的

問い合わせ／申し込み

県産材を活用した商品開発に取り組む事業者へ商品開発や販売戦略を専門とする

デザイナー等を派遣し、アドバイスを受けて新商品価値の向上を図る

農林水産部 県産材活用課 ふくいの木利用室 0776-20-0449

  fukui_wood@pref.fukui.lg.jp 

県産材商品開発にかかるデザイナー派遣

補助対象経費：定額

県産材家具等の展示、販売拠点の設置

事業の目的

 「ふくいの森林・林業の未来を切り拓く基本計画」において県内需要を増やすこと、

さらにふくいの木の魅力を身近に感じてもらうため、『１家庭１ふくいの木製品の購入』

を目標としており、このプロジェクトの実現には、新商品開発を家庭用家具類にも広げ、

県産材製品に触れ、購入する機会の創出が不可欠であり、新商品の展示・販売拠点の設置

により、１家庭１ふくいの木製品の購入を促進する

事業内容

県内家具店等において展示スペースを設け、県産材を活用した商品展示を行う

応募条件

① 商品展示は無料

② 当事業（ふくいの木販売力強化・販路拡大支援事業）により開発した商品を

 優先して展示

③ 設置、撤去は申込者により実施

事業スケジュール（案） 展示申込期限：令和8年11月末

展  示  期  間：令和9年1～2月
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